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1  受験上の注意事項
・ 試験官から の注意事項の聞き 漏ら し ／受験案内や試験室及び受験票その他に記載・ 掲示さ  

れた注意事項の未確認等， こ れら を原因と し た試験における 不利益は自己責任になり ま す。

・ 携帯電話等の通信機器や携行品の取扱いについては， 試験官の指示に従ってく ださ い。

・ 試験開始の合図がある ま で， 配付物や筆記用具に触れないでく ださ い。

・ 問題に関する 質問には， 応じ ま せん。

2  不正受験や迷惑行為の禁止
・ 不正行為を行った場合／試験官の指示に従わない場合／周囲に迷惑をかける 等， 適正な試

験実施に支障を来す行為を行った場合， 直ちに退室を命ずるこ と があり ます。

3  試験問題
・ 試験開始の合図後， 直ちに頁数（ 全 3 頁）を調べ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に

申し 出てく ださ い。

4  答案用紙
・ 問題冊子の中ほど に挿入し てあり ま す。

・ 試験開始の合図後， 直ちに頁数（ 全 4 頁）を調べ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に

申し 出てく ださ い。

・ 答案作成に当たっ ては， ボールペン又は万年筆（ いずれも 黒イ ンク に限る 。 消し ゴム等で

イ ンク が消える ボールペンは不可。）及び修正液又は修正テープ（ 白色に限る 。）を 使用し て

く ださ い。 こ れら のも の以外を 使用し た場合／答案用紙に記入し た文字（ 数字を 含
む。）の判読が困難な場合， 採点さ れないこ と があり ます。

・ 答案用紙の左上を ホッ チキス 留めし てあり ま す。 ホッ チキス留めを外し た場合は， 採
点さ れないこ と があり ます。

5  受験番号シールの貼付
・ 配付後， 目視で受験番号及び氏名を確認し ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に申し

出てく ださ い。

・ 試験開始の合図後， 各答案用紙の右上の所定欄へ全頁に貼付し てく ださ い。

6  試験終了後
・ 試験終了の合図後， 直ちに筆記用具を置き ， 答案用紙は裏返し て通路側に置いてく ださ い。

・ 試験官が答案用紙を集め終わり 指示する ま で， 絶対に席を立たないでく ださ い。

・ 答案用紙が試験官に回収さ れずに手元に残っていた場合は， 直ちに挙手し ， 試験官に申し

出てく ださ い。   

試験官に回収さ れない場合， いかなる理由があっ ても 答案は採点さ れません。

7  試験問題（ 該当ある科目は法令基準等）の持ち帰り
・ 試験終了後， 持ち帰る こ と ができ ま す。   

なお， 中途退室する 場合には， 持ち出し は認めま せん。 必要な場合は， 各自の席に置いて

おき ま すので， 試験終了後， 速やかに取り に来てく ださ い。
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一般に， 財務諸表監査が必要と さ れる 条件と し て， 利害の対立， 重要な影響， 複雑性及び

遠隔性の 4 つがある と 言われている 。 こ の 4 つの条件を上場会社に当てはめ， 財務諸表監査

が求めら れる 理由について説明し なさ い。

監査基準「 第一　 監査の目的」について， 次の 問 1 及び 問 2 に答えなさ い。

「 第一　 監査の目的」が監査基準の冒頭に位置付けら れている 理由について説明し なさ い。

「 第一　 監査の目的」では， 適正性に関する 意見の表明に加えて準拠性に関する 意見の表明

について規定さ れている 。 それぞれの意見を表明する に当たって， 監査人が行う 判断の内容

の共通点及び相違点について説明し なさ い。

監査における 不正リ ス ク 対応基準について， 次の 問 1 及び 問 2 に答えなさ い。

監査における 不正リ ス ク 対応基準が監査基準と は別に設定さ れている 理由を説明し なさ い。

監査における 不正リ ス ク 対応基準と 監査基準と の関係について説明し なさ い。

問題 1

問題 2

問 1

問 2

問題 3

問 1

問 2

（ 監　 査　 論）

第　 1 　 問

（ 満点 　 100 点）
第 2 問と あわせ

時　 間　 2 時間
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次の【 資料】に基づいて， 以下の 問題 1 及び 問題 2 に答えなさ い。

【 資料】

・  甲社は， 東京に本社がある 半導体製品メ ーカー（ 上場会社）である 。

・  監査法人Ｘ は， 甲社の財務諸表監査を 2 年間継続し ており ， 現在， 監査人と し て 3 期目に入っ

ている 。

・  甲社の製造する 半導体製品については， 数年おき に技術革新が行われ， そのたびに企業によ る

市場シェ アが大き く 変化し ている 。 ま た， 今年度のはじ めから ， 世界的な半導体製品市場の競

争の激化によ り 甲社の収益性が悪化し た。

・  甲社及び監査法人Ｘ は， 半導体製品の製造設備に関連し て減損損失の認識が必要である と いう

点では一致し ている 。 し かし ， 減損損失の測定に関し ては， 甲社は， 収益性の悪化は一時的な

も のであり ， 将来キャ ッ シュ ・ フ ロ ーに基づく 回収可能価額の見積り の基礎と なる 将来の収益

性の見通し について楽観的である のに対し て， 監査法人Ｘ は， 甲社の収益性のシナリ オは過度

に楽観的である と 判断し ている 。

・  甲社の経営者は， 来期以降 5 年以内については事業計画で算定さ れた営業利益， その後の期間

は予想イ ンフ レ 率を考慮し た一定の成長率に基づく 営業利益を基礎と し て将来キャ ッ シュ ・ フ

ロ ーの見積り を行っている 。

・  上記のよ う に， 甲社と 監査法人Ｘ は， 回収可能価額の見積り について異なる 見解を 有し てお

り ， 両者の間で協議を行っている 。

・  監査法人Ｘ は， 半導体製品の製造設備に関連し て特別な検討を必要と するリ スク を識別し ている 。

監査法人Ｘ が識別し た特別な検討を必要と する リ ス ク に関し て， 次の 問 1 ～ 問 3

に答えなさ い。

識別し た特別な検討を必要と する リ ス ク に関わる アサーショ ンを 2 つ示し た上で， それぞ

れ財務諸表にど のよ う な虚偽表示が生じ る 可能性がある か説明し なさ い。

特別な検討を必要と する リ ス ク を識別する に当たって考慮すべき 固有リ ス ク 要因を 2 つあ

げ， それを示す具体的な事象又は状況をそれぞれ説明し なさ い。

特別な検討を必要と する リ ス ク の決定に際し ては， 被監査会社の内部統制を考慮し ない。

その理由を説明し なさ い。

問題 1

問 1

問 2

問 3

（ 監　 査　 論）

第　 2 　 問

（ 満点 　 100 点）
第 1 問と あわせ
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監査法人Ｘ は， 識別し た特別な検討を必要と する リ ス ク に対応する 監査手続を実施する こ

と と なった。 こ れに関連し て， 次の 問 1 及び 問 2 に答えなさ い。

甲社の減損損失の測定について， リ ス ク 対応手続と し てど のよ う な監査手続が必要と なる

か， その目的と と も に【 資料】に基づいて説明し なさ い。

監査法人Ｘ は， 監査手続を実施し た結果， 減損損失の金額が過小であり ， も し も 修正し な

ければ財務諸表に対する 影響は重要である と 判断し た。 こ のため監査法人Ｘ は修正を求めた

も のの経営者は修正に応じ なかった。 こ の場合， 監査法人Ｘ が監査意見を形成する ま でに必

要なプロ セス について説明し なさ い。

問題 2

問 1

問 2


